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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　相手側係合部の形成された相手側シェルを有する相手側コネクタと嵌合するコネクタで
あって、
　複数のコンタクトと、前記コンタクトをピッチ方向に列設保持する保持部材と、前記保
持部材に後端を保持されたベースバネ部とを備えており、
　前記ベースバネ部は、前記ピッチ方向と直交する前方向に延びており、且つ、前記ピッ
チ方向に撓み可能であり、
　前記ベースバネ部には、前記相手側係合部と係合し、弾性変形可能な係合部が設けられ
ており、
　前記前方向の逆方向である後方向に沿って前記相手側コネクタを前記コネクタに対して
嵌合させる過程において、前記ベースバネ部が初期状態から前記ピッチ方向に撓んだ後、
前記ベースバネ部が前記初期状態に向かって戻ろうとしつつ前記係合部が前記相手側係合
部に係合するように構成されており、
　前記ベースバネ部には、２つのスリットが形成されており、
　前記スリットの間には、前記係合部が設けられており、
　前記係合部は、前記ベースバネ部から前記ピッチ方向に隆起するように曲げ形成された
バネ係合部である
コネクタ。
【請求項２】
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　請求項１記載のコネクタであって、
　前記ベースバネ部は、板状の形状を有しており、前記ピッチ方向と直交している
コネクタ。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２記載のコネクタであって、
　前記バネ係合部の前端及び後端は、前記ベースバネ部と連続している
コネクタ。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれかに記載のコネクタであって、
　前記バネ係合部には、前記ピッチ方向に突出した接点であって前記相手側コネクタが前
記コネクタに嵌合する際に前記相手側シェルに接続する接点が設けられている
コネクタ。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれかに記載のコネクタであって、
　基板に固定されるホールドダウンと、前記保持部材に組み込まれたシェルとを更に備え
ている
コネクタ。
【請求項６】
　請求項５記載のコネクタであって、
　前記ベースバネ部の前端から前記後方向に向けて折り返された撓み限界規定部を更に備
えており、
　前記撓み限界規定部は、前記ピッチ方向において前記ベースバネ部と前記ホールドダウ
ンとの間に位置しており、前記前方向及び前記後方向において前記ホールドダウンと少な
くとも部分的に重複している
コネクタ。
【請求項７】
　相手側係合部の形成された相手側シェルを有する相手側コネクタと嵌合するコネクタで
あって、
　複数のコンタクトと、前記コンタクトをピッチ方向に列設保持する保持部材と、前記保
持部材に後端を保持されたベースバネ部と、基板に固定されるホールドダウンと、前記保
持部材に組み込まれたシェルと、撓み限界規定部とを備えており、
　前記ベースバネ部は、前記ピッチ方向と直交する前方向に延びており、且つ、前記ピッ
チ方向に撓み可能であり、
　前記ベースバネ部には、前記相手側係合部と係合し、弾性変形可能な係合部が設けられ
ており、
　前記前方向の逆方向である後方向に沿って前記相手側コネクタを前記コネクタに対して
嵌合させる過程において、前記ベースバネ部が初期状態から前記ピッチ方向に撓んだ後、
前記ベースバネ部が前記初期状態に向かって戻ろうとしつつ前記係合部が前記相手側係合
部に係合するように構成されており、
　前記撓み限界規定部は、前記ベースバネ部の前端から前記後方向に向けて折り返されて
おり、
　前記撓み限界規定部は、前記ピッチ方向において前記ベースバネ部と前記ホールドダウ
ンとの間に位置しており、前記前方向及び前記後方向において前記ホールドダウンと少な
くとも部分的に重複している
コネクタ。
【請求項８】
　請求項７記載のコネクタであって、
　前記撓み限界規定部の前端及び前記ベースバネ部の前端並びに前記ホールドダウンの前
端は、前記保持部材の前端よりも前方に位置している
コネクタ。
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【請求項９】
　請求項７又は請求項８記載のコネクタであって、
　前記撓み限界規定部の後端は、前記保持部材に保持されている
コネクタ。
【請求項１０】
　請求項７乃至請求項９のいずれかに記載のコネクタであって、
　前記ピッチ方向と直交し且つ前記後方向と直交する上下方向において、
　前記撓み限界規定部の前端は前記ベースバネ部の幅と同一幅の広部を有し、前記撓み限
界規定部の前記後方向に向かって延びる部分は前記広部よりも幅の狭い狭部を有する
コネクタ。
【請求項１１】
　請求項７乃至請求項９のいずれかに記載のコネクタであって、
　前記保持部材は前記ピッチ方向における端部に前記前方向に突出する突出部を有してお
り、
　前記撓み限界規定部の後端が前記突出部に保持されている
コネクタ。
【請求項１２】
　請求項５乃至請求項１１のいずれかに記載のコネクタであって、
　前記ベースバネ部は、前記シェルと一体形成されている
コネクタ。
【請求項１３】
　請求項５乃至請求項１２のいずれかに記載のコネクタであって、
　前記シェルには、下板部と複数のグランドタブとが設けられており、
　前記下板部は、前記相手側コネクタが前記コネクタに嵌合する際に前記相手側シェルと
接続するものであり、且つ、前記ピッチ方向に長手を有する板状の形状を有するものであ
り、
　前記グランドタブは、前記コネクタを前記基板に搭載した際に前記基板に接続されるも
のであり、且つ、前記ピッチ方向において互いに離間した状態で前記下板部から前方に突
出するように配置されている
コネクタ。
【請求項１４】
　請求項１３記載のコネクタであって、
　前記保持部材は、前記相手側コネクタの一部が挿入される挿入口を有しており、
　前記下板部は、前記挿入口内において露出している
コネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、相手側コネクタと嵌合するコネクタであって低背化を求められるコネクタに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、同軸ケーブルを接続されたプラグコネクタ（コネクタ装置）と、基板に
搭載固定されるレセプタクルコネクタ（基板側コネクタ装置）とを開示している。プラグ
コネクタの導電性カバーのピッチ方向の両端近傍には上側に突出した係合突起が設けられ
ている。一方、レセプタクルコネクタの導電性シェルの上部のピッチ方向の両端近傍には
、その導電性シェルの上部を上下方向において貫通する係合孔が形成されている。プラグ
コネクタをレセプタクルコネクタに嵌合すると、係合突起が係合孔にそれぞれ係合し、そ
れによって導電性カバーと導電性シェルとが接続される。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１９３９１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　プラグコネクタとレセプタクルコネクタとの嵌合時にクリック感をユーザに伝えると共
に嵌合状態を確実に保持するためには、係合突起の係合孔への係合前後における係合突起
の変位量を大きくしなければならない。
【０００５】
　しかしながら、特許文献１のプラグコネクタ及びレセプタクルコネクタにおいて係合突
起の変位量を大きくするためには、プラグコネクタやレセプタクルコネクタの高さ方向又
は厚み方向のサイズを大きくしなければならず、低背化の要求を満たせないといった問題
がある。
【０００６】
　そこで、本発明は、相手側コネクタとの嵌合時に十分なクリック感をユーザに伝えるこ
とができると共に嵌合状態を確実に保持することができるコネクタであって、低背化の要
求にも対応可能な構造を有するコネクタを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、第１のコネクタとして、
　相手側係合部の形成された相手側シェルを有する相手側コネクタと嵌合するコネクタで
あって、
　複数のコンタクトと、前記コンタクトをピッチ方向に列設保持する保持部材と、前記保
持部材に一端を保持されたベースバネ部とを備えており、
　前記ベースバネ部は、前記ピッチ方向と直交する前方向に延びており、且つ、前記ピッ
チ方向に撓み可能であり、
　前記ベースバネ部には、前記相手側係合部と係合し、弾性変形可能な係合部が設けられ
ており、
　前記前方向の逆方向である後方向に沿って前記相手側コネクタを前記コネクタに対して
嵌合させる過程において、前記ベースバネ部が初期状態から前記ピッチ方向に撓んだ後、
前記ベースバネ部が前記初期状態に向かって戻ろうとしつつ前記係合部が前記相手側係合
部に係合するように構成されている、コネクタを提供する。
【０００８】
　また、本発明は、第２のコネクタとして、第１のコネクタであって、
　前記ベースバネ部は、板状の形状を有しており、前記ピッチ方向と直交している
コネクタを提供する。
【０００９】
　また、本発明は、第３のコネクタとして、第１又は第２のコネクタであって、
　前記係合部は、前記ベースバネ部から前記ピッチ方向に隆起するように曲げ形成された
バネ係合部である
コネクタを提供する。
【００１０】
　また、本発明は、第４のコネクタとして、第３のコネクタであって、
　前記バネ係合部の前端及び後端は、前記ベースバネ部と連続している
コネクタを提供する。
【００１１】
　また、本発明は、第５のコネクタとして、第３又は第４のコネクタであって、
　前記バネ係合部には、前記ピッチ方向に突出した接点であって前記相手側コネクタが前
記コネクタに嵌合する際に前記相手側シェルに接続する接点が設けられている
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コネクタを提供する。
【００１２】
　また、本発明は、第６のコネクタとして、第１乃至第５のいずれかのコネクタであって
、
　基板に固定されるホールドダウンと、前記保持部材に組み込まれたシェルとを更に備え
ている
コネクタを提供する。
【００１３】
　また、本発明は、第７のコネクタとして、第６のコネクタであって、
　前記ベースバネ部の前端から後方に向けて折り返された撓み限界規定部を更に備えてお
り、
　前記撓み限界規定部は、前記ピッチ方向において前記ベースバネ部と前記ホールドダウ
ンとの間に位置しており、前記前方向及び前記後方向において前記ホールドダウンと少な
くとも部分的に重複している
コネクタを提供する。
【００１４】
　また、本発明は、第８のコネクタとして、第７のコネクタであって、
　前記撓み限界規定部の前端及び前記ベースバネ部の前端並びに前記ホールドダウンの前
端は、前記保持部材の前端よりも前方に位置している
コネクタを提供する。
【００１５】
　また、本発明は、第９のコネクタとして、第７又は第８のコネクタであって、
　前記撓み限界規定部の後端は、前記保持部材に保持されている
コネクタを提供する。
【００１６】
　また、本発明は、第１０のコネクタとして、第７乃至第９のいずれかのコネクタであっ
て、
　前記ピッチ方向と直交し且つ前記後方向と直交する上下方向において、
　前記撓み限界規定部の前端は前記ベースバネ部の幅と同一幅の広部を有し、前記撓み限
界規定部の前記後方向に向かって延びる部分は前記広部よりも幅の狭い狭部を有する
コネクタを提供する。
【００１７】
　また、本発明は、第１１のコネクタとして、第７乃至第９のいずれかのコネクタであっ
て、
　前記保持部材は前記ピッチ方向における端部に前記前方向に突出する突出部を有してお
り、
　前記撓み限界規定部の後端が前記突出部に保持されている
コネクタを提供する。
【００１８】
　また、本発明は、第１２のコネクタとして、第６乃至第１１のいずれかのコネクタであ
って、
　前記ベースバネ部は、前記シェルと一体形成されている
コネクタを提供する。
【００１９】
　また、本発明は、第１３のコネクタとして、第６乃至第１２のいずれかのコネクタであ
って、
　前記シェルには、下板部と複数のグランドタブとが設けられており、
　前記下板部は、前記相手側コネクタが前記コネクタに嵌合する際に前記相手側シェルと
接続するものであり、且つ、前記ピッチ方向に長手を有する板状の形状を有するものであ
り、
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　前記グランドタブは、前記コネクタを前記基板に搭載した際に前記基板に接続されるも
のであり、且つ、前記ピッチ方向において互いに離間した状態で前記下板部から前方に突
出するように配置されている
コネクタを提供する。
【００２０】
　また、本発明は、第１４のコネクタとして、第１３のコネクタであって、
　前記保持部材は、前記相手側コネクタの一部が挿入される挿入口を有しており、
　前記下板部は、前記挿入口内において露出している
コネクタを提供する。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、相手側コネクタの相手側係合部と係合させる係合部を上下方向ではな
くピッチ方向に撓み可能なベースバネ部に設けたことから、低背化の要求を満たしつつ、
十分なクリック感の創出や嵌合状態の確実な維持を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の実施の形態によるコネクタと相手側コネクタとを備えるコネクタ組立体
を示す上面斜視図である。
【図２】図１のコネクタ組立体のピッチ方向の端部近傍を示す拡大斜視図である。
【図３】図１のコネクタ組立体を示す底面斜視図である。
【図４】図１のコネクタ組立体をIV--IV線に沿って示す断面図である。
【図５】図１の相手側コネクタを示す上面斜視図である。
【図６】図５の相手側コネクタを示す底面斜視図である。
【図７】図５の相手側コネクタをVII--VII線に沿って示す断面図である。
【図８】図１のコネクタを示す上面斜視図である。
【図９】図８のコネクタのピッチ方向の端部近傍を示す拡大斜視図である。
【図１０】図８のコネクタを示す底面斜視図である。
【図１１】図８のコネクタを示す底面図である。
【図１２】図１１のコネクタのピッチ方向の端部近傍を示す拡大底面図である。
【図１３】図８のコネクタをXIII--XIII線に沿って示す断面図である。
【図１４】図８のコネクタに含まれるシェルを示す上面斜視図である。
【図１５】図１４のシェルを示す底面斜視図である。
【図１６】図１４のシェルを示す上面図である。
【図１７】図１４のシェルを示す底面図である。
【図１８】図１７のシェルのピッチ方向の端部近傍を示す拡大底面図である。
【図１９】図１２のコネクタの変形例を示す図である。
【図２０】図１２のコネクタの他の変形例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　図１乃至図４に示されるように、本発明の実施の形態によるコネクタ組立体１０は、コ
ネクタ（レセプタクルコネクタ）１００と、コネクタ１００と嵌合可能な相手側コネクタ
（プラグコネクタ）２００とを備えている。コネクタ１００は基板（図示せず）に搭載さ
れるものであり、相手側コネクタ２００は複数のケーブル５０を取り付けられるものであ
る。
【００２４】
　図５乃至図７に示されるように、相手側コネクタ２００は、金属からなる複数の相手側
コンタクト２１０と、絶縁体からなる相手側保持部材２２０と、金属からなるカバーシェ
ル（相手側シェル）２３０と、金属からなるベースシェル（相手側シェル）２４０と、金
属からなるプルバー２６０とを備えている。本実施の形態による相手側コンタクト２１０
とベースシェル２４０とは、インサート成型により、相手側保持部材２２０のモールド時
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に相手側保持部材２２０に組み込まれている。
【００２５】
　相手側保持部材２２０は、－Ｘ方向に張り出した嵌合部２２２と、ピッチ方向（Ｙ方向
）の両端に設けられた支持部２２４とを有している。嵌合部２２２は、板状の形状を有し
ており、ピッチ方向（Ｙ方向）に長手を有する細長い板状の形状を有している。図７に良
く示されるように、嵌合部２２２の上面には、相手側コンタクト２１０が少なくとも部分
的に露出している。また、嵌合部２２２の下面には、ベースシェル２４０が少なくとも部
分的に露出している。
【００２６】
　カバーシェル２３０は、相手側コンタクト２１０に対してケーブル５０の導線を接続し
た後に、相手側保持部材２２０の上面をカバーするように取り付けられる。このカバーシ
ェル２３０のピッチ方向（Ｙ方向）の両端近傍にはピッチ方向（Ｙ方向）内側に凹んだ係
合孔（相手側係合部）２５２が形成されている。また、係合孔２５２のピッチ方向内側に
は相手側接点２５４が設けられている。
【００２７】
　図５及び図６に示されるように、プルバー２６０は、ピッチ方向（Ｙ方向）に長い角ば
ったＣ字状の形状を有している。プルバー２６０の両端には、支持部２２４に回転自在に
支持される被支持部２６２が設けられている。被支持部２６２は、ピッチ方向（Ｙ方向）
の内側に向かって延びており、支持部２２４内に受容されている。プルバー２６０には、
後述するようにコネクタ１００の一部に係止する相手側係止部２６４が設けられている。
本実施の形態による相手側係止部２６４は２箇所設けられている。
【００２８】
　図８乃至図１３に示されるように、コネクタ１００は、金属からなる複数のコンタクト
１１０と、絶縁体からなる保持部材１２０と、金属からなるシェル１３０とを備えている
。本実施の形態によるシェル１３０は、インサート成型により、保持部材１２０のモール
ド時に保持部材１２０に組み込まれている。
【００２９】
　図８，図１０及び図１１に示されるように、保持部材１２０は、ピッチ方向（Ｙ方向）
に長手を有する細長い板状の形状を有している。この保持部材１２０には、図８，図９及
び図１３に示されるように、前端１２０ｆから後方向（－Ｘ方向）に向かって凹んだ挿入
口１２２が形成されている。この挿入口１２２は、図４，図７及び図１３から理解される
ように、相手側コネクタ２００の嵌合部２２２を受容するための部位である。
【００３０】
　図８乃至図１３から理解されるように、保持部材１２０の後端１２０ｂには、後方向（
－Ｘ方向）に突出した係止部１２４が設けられている。係止部１２４は、ピッチ方向（Ｙ
方向）において互いに離間した状態で２箇所設けられている。具体的には、係止部１２４
は、ピッチ方向（Ｙ方向）に所定の幅を有しており、保持部材１２０の後端１２０ｂの上
部から後方向（－Ｘ方向）に張り出している。図２から理解されるように、コネクタ１０
０と相手側コネクタ２００とを嵌合した状態でプルバー２６０を後方向（－Ｘ方向）に倒
すように回動させると、プルバー２６０の相手側係止部２６４が係止部１２４の下側にも
ぐり込み、それによってコネクタ１００と相手側コネクタ２００との嵌合状態の維持が図
られる。即ち、係止部１２４は、相手側係止部２６４と共に、コネクタ１００と相手側コ
ネクタ２００との嵌合状態を維持するためのものである。
【００３１】
　図１３に示されるように、コンタクト１１０は、保持部材１２０の後端１２０ｂを通し
て保持部材１２０に圧入されている。それにより、コンタクト１１０の一部が挿入口１２
２内に露出した状態で、コンタクト１１０は保持部材１２０に保持されている。図１０及
び図１１に示されるように、コンタクト１１０は、ピッチ方向（Ｙ方向）に並ぶように配
置されている。
【００３２】
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　図１４乃至図１８に示されるように、シェル１３０は、上板部１３２と、下板部１３４
と、それらをピッチ方向（Ｙ方向）の両端近傍において連結する連結部１３６と、上板部
１３２のピッチ方向（Ｙ方向）の両端近傍から後方向（－Ｘ方向）に張り出した補強部１
３８とを有している。上板部１３２及び下板部１３４は、いずれもピッチ方向（Ｙ方向）
に長手を有する細長い板状の形状を有している。前後方向（Ｘ方向）におけるサイズ及び
ピッチ方向（Ｙ方向）のサイズに関し、下板部１３４は上板部１３２よりも小さい。連結
部１３６は、２箇所設けられており、いずれも上板部１３２と下板部１３４とを前側で連
結している。補強部１３８は、２箇所設けられており、いずれもピッチ方向（Ｙ方向）に
おいて連結部１３６よりも外側に位置している。
【００３３】
　上述したように、シェル１３０は、インサート成型により保持部材１２０に組み込まれ
ている。その結果、図１３に示されるように、下板部１３４は、挿入口１２２内に露出し
ている。上述したように、挿入口１２２内にはコンタクト１１０の一部も露出している。
従って、相手側コネクタ２００の嵌合部２２２を挿入口１２２に挿入すると、コンタクト
１１０と相手側コンタクト２１０との接続を図ることができると共にシェル１３０の下板
部１３４と相手側コネクタ２００のベースシェル（相手側シェル）２４０との接続を図る
ことができる。
【００３４】
　また、図８，図９，図１２，図１４及び図１８から理解されるように、連結部１３６及
び補強部１３８は、保持部材１２０内に埋設されている。連結部１３６は、挿入口１２２
のピッチ方向（Ｙ方向）外側に位置している。補強部１３８は、係止部１２４内に位置し
ており、係止部１２４を強度補強している。そのため、係止部１２４と相手側係止部２６
４による嵌合状態の維持を確実なものとすることができる。
【００３５】
　図１４乃至図１８に示されるように、本実施の形態によるシェル１３０には、ホールド
ダウン１４０と複数のグランドタブ１４２が形成されている。
【００３６】
　ホールドダウン１４０は、コネクタ１００を基板（図示せず）に搭載した際にその基板
に固定される部位であり、上板部１３２のピッチ方向（Ｙ方向）の両端から下方向（－Ｚ
方向）に向けて延びている。ホールドダウン１４０は、前方向（＋Ｘ方向）と直交する面
内（ＹＺ平面内）においてＬ字状又は角ばったＪ字状の断面形状を有している。図１２に
示されるように、本実施の形態によるホールドダウン１４０の前端１４０ｆは、保持部材
１２０の前端１２０ｆよりも前方（＋Ｘ側）に位置している。ホールドダウン１４０の後
端１４０ｂは、保持部材１２０の前端１２０ｆよりも後端１２０ｂに近い位置に位置して
いる。
【００３７】
　グランドタブ１４２は、コネクタ１００を基板（図示せず）に搭載した際にその基板上
のグランドパターン（図示せず）に接続される部位であり、図１３に示されるように、下
板部１３４から前方に突出している。具体的には、グランドタブ１４２は、ピッチ方向（
Ｙ方向）と直交する面内（ＸＺ平面内）においてクランク状の断面を有しており、従って
、下板部１３４と基板上のグランドパターン（図示せず）とを接続することができる。ま
た、これらグランドタブ１４２は、図８及び図１４に示されるように、ピッチ方向（Ｙ方
向）において互いに離間して形成されている。これらグランドタブ１４２により、下板部
１３４と相手側コネクタ２００のベースシェル（相手側シェル）２４０とが接続された際
に、ベースシェル２４０から基板上のグランドパターン（図示せず）までの電気的経路を
短くすることができる。即ち、本実施の形態によるコネクタ組立体１０においては、グラ
ンドの強化が図られている。
【００３８】
　図８，図９，図１２及び図１３に示されるように、本実施の形態によるシェル１３０に
は、ベースバネ部１５０と、撓み限界規定部１５６とが更に設けられている。図１５及び
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図１８から理解されるように、本実施の形態によるベースバネ部１５０は、下板部１３４
のピッチ方向（Ｙ方向）の両端から上方（＋Ｚ側）に立ち上がり且つ前方（＋Ｘ側）に延
びる部位で構成されている。ベースバネ部１５０は、板状の形状を有しており、ピッチ方
向（Ｙ方向）と直交する面内（ＸＺ平面内）において前方向（＋Ｘ方向）に延びている。
図９及び図１２に示されるように、ベースバネ部１５０の後端１５０ｂは、保持部材１２
０に保持されている。即ち、ベースバネ部１５０は、保持部材１２０から前方向（＋Ｘ方
向）に突出するように延びており、ピッチ方向（Ｙ方向）に撓み可能となっている。
【００３９】
　図１３に示されるように、ベースバネ部１５０には、前後方向（Ｘ方向）に沿って延び
る２つのスリット１５０ｓが形成されている。２つのスリット１５０ｓは、上下方向（Ｚ
方向）において離れて位置している。図９及び図１３から理解されるように、スリット１
５０ｓの間には、ピッチ方向（Ｙ方向）の内側に隆起するように曲げ形成されてなるバネ
係合部（係合部）１５２が設けられている。即ち、バネ係合部１５２は、上下方向（Ｚ方
向）においてスリット１５０ｓに挟まれているため、弾性変形可能となっている。また、
本実施の形態においては、バネ係合部１５２の前端１５２ｆ及び後端１５２ｂは、ベース
バネ部１５０と連続している。即ち、本実施の形態によるバネ係合部１５２は両持ち構造
のバネとなっている。バネ係合部１５２にはピッチ方向内側に更に突出した接点１５４が
設けられている。
【００４０】
　図２，図５及び図９から理解されるように、コネクタ１００と相手側コネクタ２００と
の嵌合状態において、バネ係合部１５２は相手側コネクタ２００の係合孔２５２に係合し
、接点１５４は相手側接点２５４に接触する。詳しくは、後方向（－Ｘ方向）に沿って相
手側コネクタ２００をコネクタ１００に対して嵌合させる際、バネ係合部１５２が係合孔
２５２の周囲に乗り上げることにより、ベースバネ部１５０が初期状態からピッチ方向（
Ｙ方向）の外側に向けて撓む。更に嵌合を進めると、ベースバネ部１５０が初期状態に向
かって戻ろうとしつつバネ係合部１５２が係合孔２５２に係合する。本実施の形態におい
ては、ベースバネ部１５０を上下方向（Ｚ方向）ではなくピッチ方向（Ｙ方向）に撓むバ
ネとしたことから、バネ力を大きくとることができ、従って、本実施の形態によれば、バ
ネ係合部１５２の係合孔２５２に対する係合の際に大きなクリック感を生じさせることが
できると共に嵌合後の状態維持を確実に行うことができる。
【００４１】
　図９及び図１２に示されるように、撓み限界規定部１５６は、ベースバネ部１５０の前
端１５０ｆから後方向（－Ｘ方向）に向けて折り返されている。このことから理解される
ように、撓み限界規定部１５６の前端１５６ｆは保持部材１２０の前端１２０ｆよりも前
方に位置している。即ち、本実施の形態においては、図１２に示されるように、撓み限界
規定部１５６の前端１５６ｆ及びベースバネ部１５０の前端１５０ｆ並びにホールドダウ
ン１４０の前端１４０ｆは、保持部材１２０の前端１２０ｆよりも前方に位置している。
この簡易な構造により、ベースバネ部１５０とバネ係合部１５２とがピッチ方向（Ｙ方向
）に撓む弾性変形可能なバネとすることができる。
【００４２】
　具体的には、撓み限界規定部１５６は、図９及び図１２に示されるように、ベースバネ
部１５０の前端１５０ｆからピッチ方向（Ｙ方向）の外側に向かった後、後方向（－Ｘ方
向）に向かうように折り曲げ形成されており、ピッチ方向（Ｙ方向）と前方向（＋Ｘ方向
）とで規定される面内（ＸＹ平面内）において、Ｌ字状の断面形状を有している。特に、
本実施の形態による撓み限界規定部１５６は、上下方向（Ｚ方向）においてベースバネ部
１５０と同じサイズを有する広部１５８と、その広部１５８よりも上下方向（Ｚ方向）の
サイズの小さい狭部１６０とを有しており、広部１５８と狭部１６０との境界となる肩部
１６２は撓み限界規定部１５６の前端１５６ｆに形成されている。即ち、撓み限界規定部
１５６のうち、後方向（－Ｘ方向）に向かって延びる部分（狭部１６０の一部）は、ベー
スバネ部１５０よりも上下方向（Ｚ方向）においてサイズが小さく、従って、上板部１３
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２と干渉することなく上板部１３２の下側（－Ｚ側）に位置させることができる。
【００４３】
　図１２に最も良く示されているように、撓み限界規定部１５６は、ピッチ方向（Ｙ方向
）においてベースバネ部１５０とホールドダウン１４０との間に位置している。具体的に
は、撓み限界規定部１５６とホールドダウン１４０との距離が撓み限界規定部１５６とベ
ースバネ部１５０との距離よりも極めて小さくなるように、撓み限界規定部１５６の位置
は決められている。また、撓み限界規定部１５６は、前後方向（Ｘ方向）、即ち前方向（
＋Ｘ方向）及び後方向（－Ｘ方向）においてホールドダウン１４０と部分的に重複してい
る。これにより、ピッチ方向（Ｙ方向）の外側に向かう過度な力がベースバネ部１５０に
対して加わった場合でも、撓み限界規定部１５６がホールドダウン１４０に当接し、ホー
ルドダウン１４０が撓み限界規定部１５６をバックアップすることとなるため、ベースバ
ネ部１５０の過度な撓み変形が抑制される。
【００４４】
　以上、本発明について実施の形態を掲げて具体的に説明してきたが、本発明はこれに限
定されるものではなく、種々の変形が可能である。例えば、ベースバネ部１５０のように
ピッチ方向（Ｙ方向）に撓むバネをレセプタクルコネクタではなくプラグコネクタ側に設
けることとしてもよいし、ベースバネ部１５０に設ける係合部を係合孔として相手側係合
部を係合突起とすることとしてもよい。
【００４５】
　また、上述した実施の形態においては、図１２に示されるように、撓み限界規定部１５
６の後端１５６ｂは保持部材１２０には保持されていない自由端であったが、本発明はこ
れに限定されず、図１９に示されるコネクタ１００′の撓み限界規定部１５６′のように
後端１５６ｂ′を保持部材１２０′の前端１２０ｆ′に保持させることとして、ベースバ
ネ部１５０のバネをより硬いものとしてもよい。同様に、図２０に示されるコネクタ１０
０″のように、保持部材１２０″のピッチ方向（Ｙ方向）の両端に前端１２０ｆ″よりも
前方向（＋Ｘ方向）に突出する突出部１２６を設けて、突出部１２６に撓み限界規定部１
５６″の後端１５６ｂ″を保持させることとしてもよい。
【００４６】
　更に、上述した実施の形態においては、図９及び図１３に示されるように、バネ係合部
１５２の前端１５２ｆ及び後端１５２ｂの双方がベースバネ部１５０と連続していたが、
いずれか一方のみがベースバネ部１５０と連続することとしてもよい。即ち、バネ係合部
１５２を両持ち構造のバネではなく片持ち構造のバネとして構成してもよい。但し、係合
孔（相手側係合部）２５２との係合の際の十分なクリック感を得るためには、バネ係合部
１５２を両持ち構造のバネとすることが好ましい。
【符号の説明】
【００４７】
　　１０　　　　コネクタ組立体
　　５０　　　　ケーブル
　１００，１００′，１００″　　　　コネクタ（レセプタクルコネクタ）
　１１０　　　　コンタクト
　１２０，１２０′，１２０″　　　　保持部材
　１２０ｆ，１２０ｆ′，１２０ｆ″　　　　前端
　１２０ｂ　　　　後端
　１２２　　　　挿入口
　１２４　　　　係止部
　１２６　　　　突出部
　１３０　　　　シェル
　１３２　　　　上板部
　１３４　　　　下板部
　１３６　　　　連結部
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　１３８　　　　補強部
　１４０　　　　ホールドダウン
　１４０ｆ　　　　前端
　１４０ｂ　　　　後端
　１４２　　　　グランドタブ
　１５０　　　　ベースバネ部
　１５０ｆ　　　　前端
　１５０ｂ　　　　後端
　１５０ｓ　　　　スリット
　１５２　　　　バネ係合部（係合部）
　１５２ｆ　　　　前端
　１５２ｂ　　　　後端
　１５４　　　　接点
　１５６，１５６′，１５６″　　　　撓み限界規定部
　１５６ｆ　　　　前端
　１５６ｂ，１５６ｂ′，１５６ｂ″　　　　後端
　１５８　　　　広部
　１６０　　　　狭部
　１６２　　　　肩部
　２００　　　　相手側コネクタ（プラグコネクタ）
　２１０　　　　相手側コンタクト
　２２０　　　　相手側保持部材
　２２２　　　　嵌合部
　２２４　　　　支持部
　２３０　　　　カバーシェル（相手側シェル）
　２４０　　　　ベースシェル（相手側シェル）
　２５２　　　　係合孔（相手側係合部）
　２５４　　　　相手側接点
　２６０　　　　プルバー
　２６２　　　　被支持部
　２６４　　　　相手側係止部
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